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序章 計画策定の目的 

 

１．計画策定の背景と目的 

大
おお

洲
ず

市
し

は、平成 20 年(2008)に公布・施行された「地域における歴史的風致

の維持及び向上に関する法律（平成 20 年法律第 40 号）（以下、「歴史まちづ

くり法」という。）」に基づき、「大洲市歴史的風致維持向上計画」を策定し、

平成 24 年(2012)３月に国の認定を受けた。その後、１度の変更認定を経て、

10 年間にわたって貴重な資産である歴史的風致を維持向上していくための

事業を実施し、文化財や歴史的景観を活かしたまちづくりに取り組んできた。 

第１期計画中の取組みとしては、大洲城の石垣を初めとする文化財の保存

修理や案内看板の整備、古民家の再生・活用、民間建築物ファサード整備及

び郷土芸能保存会活動に対する補助、歴史的町並み保存対策調査を実施して

きた。この成果として、文化財の修理やその周辺環境整備が進むとともに、

空き家となった町家の活用により歴史的建造物や町並みの保存が図られ、観

光客も増加した。 

しかしながら、伝統工法による石垣改修は、文化財の価値を損失しないよ

う発掘調査や学術的な判断が必要なため、期間と費用を要することから完成

に至っておらず、博物館施設（第１期計画記載事業名「歴史資料館整備事業」）

についても建設地等の問題が解決せず着手できていない。 

また、高齢化や人口減少に伴い、歴史的建造物の空き家化、滅失の進行、

民俗芸能や伝統産業等の担い手不足が深刻な問題となっており、大洲市固有

の歴史的風致を形成する町並みの保存、そして民俗芸能や伝統産業等の継承

が難しくなってきている。 

更に、新たな課題として、大洲城の眺望や町並み景観の向上、文化財を巡

る動線の整備等、文化財周辺の環境整備の意見が多く寄せられているため、

この対策が急務となっている。 

したがって、文化財の保存修理を継続するとともに、第１期計画の成果で

ある歴史的町並み保存対策調査を基にした歴史的風致形成建造物の指定や、

この保存修復に対する支援制度の創設により歴史的町並みの保存を図り、ま

た、民俗芸能や伝統産業等の継承のための支援を強化し、更に新たな課題の

解消により、本市の歴史的風致の維持及び向上を図るため「大洲市歴史的風

致維持向上計画（第２期）」を策定する。 

 

２．計画期間 

  本計画の期間は、令和 4年度（2022）から令和 13年度（2031）までの 10年

間とする。 
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３．計画の策定体制 

  本計画策定においては、文化振興課（文化財担当課）、都市整備課及び観光

まちづくり課（以上、まちづくり担当課）で組織する担当者会において作成し

た素案を基に、関係する部長及び課長で組織した大洲市歴史的風致維持向上

計画庁内推進会議（以下、庁内会議という。）において検討を行うとともに大

洲市文化財保護審議委員会へ意見聴取し、学識経験者等、地域コミュニティ団

体、歴史・風土・まちづくりに関連する団体、愛媛県及び大洲市の関係職員で

組織する大洲市歴史的風致維持向上計画推進協議会（以下、法定協議会（歴史

まちづくり法第１１条）という。）において計画（案）を取りまとめ、市民へ

の意見募集を行い計画を策定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大洲市文化財保護審議委員会
市民

（パブリックコメント）

大洲市長
大洲市歴史的風致維持向上計画（第２期）の決定

大洲市歴史的風致維持向上計画（第２期）の策定体制

意見

提案

計画案の作成

意見

意見募集

認定申請

報告

主務大臣
文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣

大洲市歴史的風致維持向上計画（第２期）の認定

認定

意見

庁内組織

庁内推進会議

【役割】計画案の検討

教育部長

建設部長

商工観光部長

企画情報課長

事務局

【役割】計画案の検討、作成

文化振興課

都市整備課

提案 意見

大洲市歴史的風致維持向上計画推進協議会

【役割】計画の作成に関する協議

学識経験者等（文化財、まちづくり等）

地域代表者

愛媛県 教育委員会文化財保護課

南予地方局大洲土木事務所

大洲市 教育部長

建設部長

法定協議会
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大洲市歴史的風致維持向上計画推進協議会 

 

役 職 所  属 氏  名 備  考 

会 長 
大洲市文化財保護審議委員

会委員 
菅 野 隆 次 学識経験者等 

副会長 肱南自治会会長 上 野 マリヱ 
地域における 

コミュニティ団体 

委 員 岡山理科大学客員教授 江 面 嗣 人 学識経験者 

委 員 愛媛大学教授 井 口   梓 学識経験者 

委 員 大洲史談会会長 今 井   要 
歴史・風土・まちづく

りに関連する団体 

委 員 
愛媛県教育委員会 

文化財保護課主幹 
兵 頭   勲 愛媛県教育委員会 

委 員 
愛媛県南予地方局 

大洲土木事務所長 
岡 本 敬 二 

愛媛県まちづくり

担当部局 

委 員 大洲市建設部長 泉   浩 嗣 市職員 

委 員 大洲市商工観光部長 德 石 伊 重 市職員 

委 員 大洲市教育部長 加 納 紀 彦 市職員 
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４．計画策定（変更）の経緯 

 （１）第１期計画 

平成 24 年 3 月 5 日 大洲市歴史的風致維持向上計画の認定 

平成 25 年 11 月 20 日 大洲市歴史的風致維持向上計画の軽微な変更の届出 

平成 26 年 12 月 3 日 大洲市歴史的風致維持向上計画の軽微な変更の届出 

平成 29 年 3 月 22 日 大洲市歴史的風致維持向上計画の軽微な変更の届出 

平成 31 年 3 月 29 日 大洲市歴史的風致維持向上計画の変更認定 

 

 （２）第２期計画 

令和 2 年度中 ８回の担当者会を開催（６月～２月） 

令和 2 年度中 ２回の庁内会議を開催（５月、３月） 

令和 3 年 2 月 16 日 大洲市文化財保護審議会に意見聴取 

令和 3 年 3 月 25 日 法定会議を開催（意見聴取） 

令和 3 年度中 ４回の担当者会を開催（５月、７月、12 月、２月） 

令和 3 年度中 ３回の庁内会議を開催（５月、10 月、３月） 

令和 3 年度中 ２回の法定会議を開催（11 月、3 月） 

令和 3 年 11 月 22 日 議会報告 

令和 4 年 1 月４日～ 

令和 4 年 2 月 3 日 
パブリックコメント（意見募集） 

令和 4 年 2 月 22 日 「大洲市歴史的風致維持向上計画（第 2 期）」の認定申請 

令和 4 年 2 月 25 日 大洲市文化財保護審議会に報告 

令和 4 年 3 月 22 日 「大洲市歴史的風致維持向上計画（第 2 期）」の認定 

令和 8 年 3 月 26 日 大洲市歴史的風致維持向上計画の軽微な変更の届出 

 


